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東京都商店街振興組合連合会ほか５団体

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京都商店街振興組合連合会（以下「連合会」という ）及び六本木商店街振興組合ほか４。

団体は、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づき設立された法人であり、連

、 、 、 、合会は 商店街の振興発展を推進し もって中小小売業者の経営の安定に寄与すること また

六本木商店街振興組合ほか４団体は、中心市街地の活性化、商店街及び商業集積の振興に寄与

することを目的としている。

連合会及び振興組合の主な事業は、次のとおりである。

（連合会）

ア 商店街振興組合等の設立・運営に関する指導

イ 商店街活性化のための各種研修及び調査事業

（振興組合）

ア 組合員のためにする販売等に関する共同事業

イ 街路灯、アーケード、カラー舗装等組合員及び一般公衆の利便を図るための共同施設の設

置及び維持管理

（２）都 と の 関 係

都は、各団体が行う表１の事業に対し補助金を交付しており、その団体別交付額は、表２の

とおりとなっている。

（表１）補助事業

補 助 事 業 名 補 助 目 的 補 助 率 等 補助対象団体

（交 付 要 綱 名）

東京都商店街振興組合連合会指導事業 商店街の振興発展を 10/10以内

（東京都商店街振興組合連合会指導事業 推進し、もって中小 国１/２ 都１/２ 連合会（ 、 ）

費補助金交付要綱） 小売業者の経営の安 予算の範囲内

定に寄与

東京都中心市街地等商店街・商業集積 中心市街地の活性化 １/２以内 六本木商店街、

活性化事業 商店街及び商業集積 国１/４ 都１/４ 振興組合ほか（ 、 ）

（東京都中心市街地等商店街・商業集積 の振興に寄与 補助限度額 ４団体

活性化事業費補助金交付要綱） ３億円
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（表２）団体別補助金交付額実績

（単位：千円）

団 体 名 実 績 平成１２年度 平成１３年度

東京都商店街振興組合連合会 １９，０６６ ２９，０２０補助対象事業費

１９，０６６ ２９，０２０補 助 金

六本木商店街振興組合 １４，５１７ ２５，８７５補助対象事業費

７，２５７ １２，９３６補 助 金

家政銀座商店街振興組合 １０８，３４０ ７１，８５２補助対象事業費

５４，１７０ ３５，９２５補 助 金

赤坂一ツ木通り商店街振興組合 ３９，７５０補助対象事業費

１９，８７５補 助 金

大井サンピア商店街振興組合 ９５，０００補助対象事業費

４７，４９９補 助 金

森 下 商 店 街 振 興 組 合 １４８，８２０補助対象事業費

７４，４０９補 助 金

１４１，９２４ ４１０，３１７補助対象事業費

計 ８０，４９３ ２１９，６６４補 助 金

２ 組 織

監査対象団体の組織は、表３のとおりである。

（表３） 団体別の所在地、会員数及び役職員等一覧

（平成１４．３．３１現在)

組合 役 職 員 数 ( 人 ）
理 事 長 副理事長 理 事 監 事 顧問他 職 員団 体 名 組 合 の 所 在 地 員数

(専務理事)（設立年月）

東京都商店街振興組合連合会 中央区銀座2-10-18 422 1 5 20 3 9
（昭和43年 4月） (1)

六 本 木 商 店 街 振 興 組 合 港区六本木3-14-10 220 1 5 15 3 6 2
（平成 7年11月）

家政銀座商店街振興組合 中野区若宮3-17-3 146 1 5 23 2 1 1
（昭和38年 7月）

赤坂一ツ木通り商店街振興組合 港区赤坂4-3-4 105 1 1 20 2 2 2
（昭和46年 9月）

大井サンピア商店街振興組合 品川区大井1-14-8 68 1 2 5 2 1 1
（昭和36年12月） (1)

森 下 商 店 街 振 興 組 合 江東区森下2-1-3 103 1 2 20 2 2 1
（昭和38年 8月）
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）産業労働局 平成１４年４月１９日及び同年５月２日

（２）団 体

東京都商店街振興組合連合会 平成１４年 ４月２２日

六 本 木 商 店 街 振 興 組 合 平成１４年 ４月２３日

家政銀座商店街振興組合 平成１４年 ４月２４日

赤坂一ツ木通り商店街振興組合 平成１４年 ４月２５日

大井サンピア商店街振興組合 平成１４年 ４月３０日

森 下 商 店 街 振 興 組 合 平成１４年 ５月 １日
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第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

、 、各団体の平成１２年度及び平成１３年度における補助事業の主な実績は 表４のとおりであり

補助目的に沿って適正に執行されている。

（表４）団体別の主な補助事業実績

団 体 名 年 度 事 業 実 績

東京都商店街振興組合連合会 平成１２ 指導事業、情報提供事業、タウンマネージ

ャー養成研修派遣事業等

平成１３ 指導事業、情報提供事業、タウンマネージ

ャー養成研修派遣事業等

（ ）、 （ ）六 本 木 商 店 街 振 興 組 合 平成１２ 街路灯 １９基 シンボル街路灯 ３基

設置

（ ）、 （ ）平成１３ 街路灯 ４３基 シンボル街路灯 ３基

設置

家 政 銀 座 商 店 街 振 興 組 合 平成１２ カラー舗装（2,194m 、アーチ（４基 、） ）

街路灯（３７基）新設

平成１３ カラー舗装(1,600m)、アーチ(４基 、街）

路灯（３０基）新設

赤坂一ツ木通り商店街振興組合 平成１３ カラー舗装（600m 、アーチ（１基 、モ） ）

ニュメント型装飾燈（１基）新設

大井サンピア商店街振興組合 平成１３ カラー舗装（905m 、街路灯（１９基）新）

設等

森 下 商 店 街 振 興 組 合 平成１３ カラー舗装（577m 、街路灯（３２基 、） ）

モニュメント型装飾燈（８基 、バスシェ）

ルター（２基）新設等
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町 田 市 ほ か ８ 市

第１ 監査対象の概要

都は、特別区及び市町村に対して、その実施する事務事業の推進に資するため、毎年度、補助

金、交付金及び貸付金（以下「補助金等」という ）を交付している。。

この補助金等は、①国が都を通じて交付するもの、②都が法律等により義務付けられて交付す

るもの、③都が任意に単独又は国の補助金に上乗せして交付しているもの等、各種の交付形態が

ある。

今回監査を実施した町田市ほか８市に対する平成１１年度及び平成１２年度の交付額は、表１

のとおりとなっている。
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（表１）市別都補助金等の交付内訳

（単位：千円）

年 内 訳

区 分 都補助金等

度 補助金 交付金 貸付金

八王子市 16,580,312 10,771,081 3,103,231 2,706,000

青 梅 市 4,994,794 3,629,634 1,163,160 202,000

平 昭 島 市 3,199,958 1,970,072 999,886 230,000

成 町 田 市 10,769,194 6,169,422 2,353,772 2,246,000

１１ 小 平 市 3,900,097 2,233,866 1,381,231 285,000

年 国 立 市 1,981,256 1,096,219 763,037 122,000

度 清 瀬 市 1,967,665 1,179,683 753,982 34,000

多 摩 市 5,406,517 3,423,947 1,182,519 800,051

あきる野市 2,614,451 1,210,754 1,225,697 178,000

計 51,414,244 31,684,678 12,926,515 6,803,051

八王子市 16,677,148 11,355,682 3,147,466 2,174,000

青 梅 市 4,369,593 2,997,788 1,178,805 193,000

平 昭 島 市 3,516,225 2,138,212 1,101,013 277,000

成 町 田 市 9,266,731 6,455,110 2,476,621 335,000

１２ 小 平 市 4,288,292 2,396,287 1,433,005 459,000

年 国 立 市 1,988,452 1,092,100 808,352 88,000

度 清 瀬 市 1,805,828 1,073,846 728,982 3,000

多 摩 市 5,584,726 3,469,987 1,214,739 900,000

あきる野市 2,619,120 1,278,049 1,195,056 146,015

計 50,116,115 32,257,061 13,284,039 4,575,015

（注）金額は、監査事務局調べによる。

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１１年度及び平成１２年度の補助事業等について実施した。
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２ 実 地 監 査 期 間

（１）局 関 係

総務局、都市計画局、生活文化局、 平成１４年４月１６日、１８日

環境局、福祉局、健康局、産業労働局 及び同年５月１３日、１４日

住宅局、建設局、教育庁

（２）市 関 係

八王子市、昭島市、清瀬市 平成１４年４月１９日、２２日及び２３日

町田市、小平市、多摩市 平成１４年４月２４日、２５日及び２６日

青梅市、国立市、あきる野市 平成１４年５月８日、９日及び１０日

（注）八王子市、昭島市及び町田市については、道路築造工事等に対し技術面からの監査を

実施した。

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

（１）補助事業等について

監査の対象とした平成１１年度及び平成１２年度の補助事業等の主な実績は、表２及び表３

のとおりであり、別項指摘事項を除き、事業は補助等の目的に沿って適正に執行されている。
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（表２）都費補助金等の主要な事業実績（監査の対象とした９市の計）

（単位：千円）

内 訳 所管局 事 業 名 平成１１年度 平成１２年度

市町村都市計画事業 454,926 373,842都市計画局

幼稚園園児保護者負担軽減補助 916,679 938,220生活文化局

高齢者ホームヘルプサービス事業 646,132 －

高齢者在宅サービスセンター事業 783,214 －

保育所運営費補助 5,928,206 6,058,201

補 学童クラブ事業費補助 401,776 418,246

福祉局 児童育成手当 3,099,036 3,218,468

全身性障害者介護人派遣事業 360,907 341,220

知的障害者生活寮運営補助 52,635 49,986

助 心身障害者（児）通所訓練事業 1,204,123 1,297,913

487,400 －福祉のまちづくり区市町村モデル地区整備事業

市町村母子保健移管事業 263,184 232,161

金 健康局 休日急病診療事業 116,239 116,239

乳幼児歯科相談補助 42,633 44,319

元気を出せ商店街事業 85,680 64,474産業労働局

住宅局 公営住宅整備事業補助 253,224 351,332

公営住宅家賃対策補助 67,451 18,805

建設局 市町村土木補助 571,070 592,025

教育庁 東京都文化財保存事業 66,813 117,972

交 総務局 市町村振興交付金 3,070,900 3,104,200

付 環境局 公害防止条例市委任事務交付金 331,350 319,179

金 福祉局 733,835 556,545老人医療事務取扱手数料等事務費交付金

農業委員会交付金 32,560 30,546産業労働局

総務局 区市町村振興基金 6,105,000 4,575,000貸付金

（注）１ 福祉局の高齢者ホームヘルプサービス事業及び高齢者在宅サービスセンター事業は、平成

１２年度からの介護保険制度の導入に伴い、当該事業名による補助は廃止された。

、 。２ 福祉のまちづくり区市町村モデル地区整備事業は 平成１１年度末をもって事業終了した
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（表３）主な道路築造等工事内容

（単位：千円）

市町村名 工 事 件 名 工 事 期 間 契約金額 都補助事

福祉のまちづくり八王子市 八王子駅北口横断歩道 平成１０． ６．２３
区市町村モデル地橋建設工事 ～ １，２６０，０００
区整備事業平成１２． １．３１

八都計道３・４・５８ 平成１１． ８．２６ 市町村都市計画
号線街路築造（擁壁そ ～ １８５，８５０ 事業
の３）工事 平成１２． ３．２７

昭島市 市道西７２５号（五日 平成１１． ９． ２ 市町村土木補助
市線廃線敷）整備工事 ～ ７７，２６０

平成１２． ３．２７

昭島都市計画公共下水 平成１１． ８． ２ 市町村都市計画
道東部１号幹線築造工 ～ １５５，０８５ 事業
事（第１工区） 平成１２． ３．２９

町田市 都市計画道路３・４・ 平成１１． ３． ８ 市町村都市計画
４号線 金森・住市総 ～ ６８，０９６ 事業等（ ）
道路築造工事 その２ 平成１２． ３． ３（ ）

公共下水道高ヶ坂・金 平成１２． ７．２１ 市町村都市計画
森汚水枝線工事その３ ～ ８４，８４９ 事業

平成１３． ３．１６

２ 指 摘 事 項

（１）補助金の返還を求めるべきもの

福祉局は、市町村が実施する学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）に対して、その経

（ 。 「 」 。）。費の一部を補助することとしている 学童クラブ事業運営費補助要綱 以下 要綱 という

要綱によると、補助金額の算定は、登録児童数等に基づく基本分（施設規模）と加算分（登

録児童加算・障害児加算・民設クラブ加算）の合算額によって行うこととされており、登録児

、 、 、童数については 平成１１年度は 平成１１年４月１日現在の登録数を基準としていたものを

平成１２年度からは、各月初日の登録児童数の年平均（以下「年平均登録児童数」という ）。

を基準にすることに変更している。

ところで、町田市は、２７クラブで事業を実施しているが、平成１３年５月２８日に提出さ

れた平成１２年度の補助金実績報告書を見たところ、いずれのクラブにおいても、補助金額の

算定を、年平均登録児童数を基準とせず、前年度と同様に平成１２年４月１日現在の登録児童

数を基準として行っていることが認められた。

しかしながら、年平均登録児童数が年度当初の児童数を下回るクラブがあることから、平成

１２年度の補助金額を再算定すると、結果として、表４のとおり、６７万１，０００円が過大

な交付となっている。

市は、補助金の算定を要綱に沿って適正に行われたい。
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また、局は、早急に、過大となっている補助金額の返還を求められたい。

（ 町 田 市 ）

（ 福 祉 局 ）

（表４）学童クラブ事業運営費補助金の交付状況等

（単位：円）

基 本 分 加算分（登録児童等）

区分 基 準 額 補 助 額 基 準 額 補 助 額

a b (a×2/3) ｃ ｃ×1/2) e (ｂ＋ｄ)ｄ (

誤 58,860,000 39,240,000 60,770,900 30,385,000 69,625,000

正 57,882,000 38,588,000 60,733,000 30,366,000 68,954,000

過 大 交 付 額 671,000
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学校法人１００団体

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

学校法人は、私立学校法(昭和２４年法律第２７０号)の定めるところにより設立された法人

（私立学校法第３条に規定する学校法人及び第６４条第４項に規定する法人）で、教育基本法

（昭和２２年法律第２５号）及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づき、独自の教

育方針をもって特色ある教育を行うことを目的として、私立学校（学校教育法第１条に規定す

る学校及び第８２条の２に規定する専修学校をいう ）を設置運営している。。

私立学校経常費補助金交付要綱(以下「経常費補助要綱」という。)及び私立専修学校教育振

興費補助金交付要綱（以下「振興費補助要綱」という ）による平成１３年度補助事業の交付。

対象学校法人は、全体で５４３団体であり、今回監査対象とした１００団体の私立学校の設置

状況（補助対象のみ）は、表１のとおりである。

（表１）私立学校等設置一覧（平成１３．５．１現在）

設 置 学 校 名 (補助対象のみ)
学校法人名 高等学校､中学校､小学校､幼稚園、専修学校 校数

麻 布 学 園 麻布高等学校ほか１ ２
足 立 学 園 足立学園高等学校ほか１ ２
大 妻 学 院 大妻高等学校ほか３ ４
大 森 学 園 大森工業高等学校 １
開 成 学 園 開成高等学校ほか１ ２
川 村 学 園 川村高等学校ほか３ ４
錦 城 学 園 錦城高等学校ほか１ ２
京 華 学 園 京華高等学校ほか４ ５
恵 泉 女 学 園 恵泉女学園高等学校ほか１ ２
京 北 学 園 京北高等学校ほか３ ４
香 蘭 女 学 校 香蘭女学校高等学校ほか１ ２
国 士 舘 国士舘高等学校ほか３ ４
五 島 育 英 会 東横学園高等学校ほか５ ６
駒 澤 学 園 駒沢学園女子高等学校ほか２ ３
駒 場 学 園 駒場学園高等学校 １
実 践 学 園 実践学園高等学校ほか１ ２
実 践 女 子 学 園 実践女子学園高等学校ほか１ ２
芝 浦 工 業 大 学 芝浦工業大学高等学校ほか１ ２
自 由 ｹ 丘 学 園 自由ｹ丘学園高等学校 １
自 由 学 園 自由学園高等科ほか３ ４
順 天 学 園 順天高等学校ほか１ ２
松 蔭 学 園 松蔭高等学校ほか２ ３
城 西 学 園 城西大学附属城西高等学校ほか１ ２
白 梅 学 園 白梅学園高等学校ほか１ ２
菅 生 学 園 東海大学菅生高等学校ほか２ ３
駿 台 学 園 駿台学園高等学校ほか２ ３
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設 置 学 校 名 (補助対象のみ)
学校法人名 高等学校､中学校､小学校､幼稚園、専修学校 校数

成 蹊 学 園 成蹊高等学校ほか２ ３
成 城 学 校 成城高等学校ほか２ ３
成 徳 学 園 成徳学園高等学校ほか２ ３
青 蘭 学 院 青稜高等学校ほか１ ２
世 田 谷 学 園 世田谷学園高等学校ほか１ ２
高 輪 学 園 高輪高等学校ほか１ ２
玉 川 学 園 玉川学園高等部ほか３ ４
田 村 学 園 多摩大学目黒高等学校ほか６ ７
中 央 大 学 中央大学附属高等学校ほか２ ３
調 布 学 園 調布高等学校ほか２ ３
帝 京 大 学 帝京大学高等学校ほか３ ４
戸 板 学 園 戸板女子高等学校ほか１ ２
東 京 学 園 高 等 学 校 東京学園高等学校 １
東 京 純 心 女 子 学 園 東京純心女子高等学校ほか１ ２
東 京 成 徳 学 園 東京成徳大学高等学校ほか２ ３
桐 朋 学 園 桐朋女子高等学校ほか６ ７
豊 島 岡 女 子 学 園 豊島岡女子学園高等学校ほか１ ２
獨 協 学 園 獨協高等学校ほか１ ２
中 延 学 園 朋優学院高等学校 １
日 本 体 育 会 日体荏原高等学校ほか３ ４
日 本 文 華 学 園 文華女子高等学校ほか１ ２
文 京 学 園 文京女子大学高等学校ほか２ ３
明 星 学 園 明星学園高等学校ほか２ ３
三 輪 田 学 園 三輪田学園高等学校ほか１ ２
武 蔵 野 学 院 武蔵野高等学校ほか１ ２
武 蔵 野 女 子 学 院 武蔵野女子学院高等学校ほか２ ３
村 井 学 園 立川女子高等学校ほか１ ２
明 治 学 院 明治学院高等学校ほか２ ３
明 昭 学 園 岩倉高等学校 １
目 黒 学 院 目黒学院高等学校ほか１ ２
守 屋 育 英 学 園 関東第一高等学校 １
守 屋 教 育 学 園 吉祥女子高等学校ほか１ ２
八 雲 学 園 八雲学園高等学校ほか１ ２
安 田 商 工 教 育 会 安田学園高等学校ほか１ ２
矢 野 学 園 八王子実践高等学校ほか２ ３
山 崎 学 園 富士見高等学校ほか１ ２
立 教 女 学 院 立教女学院高等学校ほか２ ３
渡 辺 学 園 東京家政大学附属女子高等学校ほか２ ３
相 原 保 善 学 園 相原幼稚園 １
旭 幼 稚 園 旭幼稚園 １
芦 川 学 園 東京多摩幼稚園 １
淡 島 学 園 木内鳩の家幼稚園 １
市 川 学 園 サンライズ幼稚園 １
永 明 学 院 永明院ルンビニ幼稚園 １
大 泉 菁 莪 学 園 ほうや幼稚園 １
大 原 学 園 府中ひばり幼稚園 １
加 藤 育 英 学 園 かんしち幼稚園 １
岸 野 学 園 すもも木幼稚園 １
高 麗 学 園 こうま幼稚園 １
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設 置 学 校 名 (補助対象のみ)
学校法人名 高等学校､中学校､小学校､幼稚園、専修学校 校数

雀 村 学 園 鵜ノ木幼稚園 １
照 徳 学 園 佐藤幼稚園 １
須 賀 学 園 杉の子育英幼稚園 １
須 田 学 園 きよみ幼稚園 １
聖 心 学 園 聖心学園幼稚園ほか１ ２
聖フランシスコ学園 天使幼稚園 １
清 麗 学 園 両国幼稚園 １
洗 心 学 園 洗心幼稚園 １
宝 田 学 園 西新井幼稚園 １
田 澤 学 園 東一の江幼稚園 １
田 辺 学 園 富士見幼稚園 １
調 布 星 美 学 園 調布星美幼稚園 １
東 京 内 野 学 園 東京ゆりかご幼稚園 １
東 京 音 楽 学 院 諏訪幼稚園ほか１ ２
成 増 す み れ 学 園 成増すみれ幼稚園 １
野 澤 学 園 東村山むさしの幼稚園 １
野 村 学 園 パール幼稚園 １
み の り 幼 稚 園 みのり幼稚園 １
宮 村 学 園 日野・多摩平幼稚園 １
向 台 学 園 こみね幼稚園 １
大 和 学 園 大和富士幼稚園 １
六 郷 学 園 六郷幼稚園 １
榎 本 学 園 町田家政福祉高等専修学校ほか１ ２
東 京 綜 合 食 品 学 園 東京製菓学校 １
山 野 学 苑 山野美容専門学校 １

（２）都 と の 関 係

都は、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童、生徒及び幼児に

係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高め、もって私立

学校の健全な発達に資するため、私立学校振興助成法（昭和５０年法律第６１号）及び東京都

私立学校教育助成条例（昭和５３年東京都条例第１０号）並びに地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）等に基づいて、経常費補助要綱及び振興費補助要綱等を制定し、私立学校の経常的

経費を対象とした私立学校経常費補助金、専修学校の運営費を対象とした私立専修学校教育振

興費補助金のほか、私立高等学校等特別奨学金等の補助金を平成１２年度１，１６８億６，９

１９万余円、平成１３年度１，１４３億５，３１９万余円交付している。そのうち、監査対象

の１００団体に対する交付額は、表２のとおりである。

また、私立学校等における、結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設

の長が行う定期の健康診断及び予防接種に要する費用を支払った施設等の設置者に対して結核

予防法（昭和２６年法律第９６号）第５６条に基づき、補助金を交付することにより設置者の

負担を軽減し、定期健康診断及び予防接種の実施を促進するため私立学校等結核予防費補助金

交付要綱を制定し、結核予防費補助金を平成１２年度２億７２７万余円、平成１３年度２億９



- 48 -

９３万余円交付している。今回の監査対象とした団体のうち、結核予防費補助の交付団体は、

平成１２年度５６団体、平成１３年度５７団体であり、交付額は、表２のとおりである。

（表２）私立学校補助金交付状況

（単位：千円）

区分 補 助 名 平成12年度 平成13年度 所 管 局
経 私立学校経常費補助金 生活文化局
常 (高等学校･中学校･小学校･幼稚園が対象) 34,163,009 33,027,806
費 私立盲・ろう・養護学校等経常費補助金 14,004 7,820
補 私立通信制高等学校経常費補助金 1,121 3,405
助 小 計 34,178,134 33,039,031
経 私立専修学校教育振興費補助金 277,533 268,757
常 私立幼稚園障害児教育事業費補助金 1,945 1,564
費 産業・理科教育施設設備整備費補助金 20,315 11,363
以 私立学校情報教育推進補助金 0 159,444
外 0 27,471東京都私立学校非常通報装置（学校110番）整備事業補助金

の 私立高等学校定時制教育振興費補助金 16,061 15,327
補 私立高等学校等特別奨学金 772,846 753,344
助 3,015 2,194私立高等学校等交通遺児等授業料減免事業補助金

小 計 1,091,715 1,239,464
私 立 高 等 学 校 経 常 費 補 助 金 等 計 35,269,849 34,278,495
結 核 予 防 費 補 助 金 45,907 45,900 健 康 局

合 計 35,315,756 34,324,395

第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助対象事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）生活文化局及び健康局 平成１４年１１月２０日、同年１２月１７日及び１９日

平成１５年１月１０日、２３日及び２４日

（２）団 体 平成１４年１１月２１日から平成１５年１月２２日まで

（団体別監査日程は表３のとおり）

（表３） 学校法人別監査日程

監査年月日 学 校 法 人 名

平成14.11.21 守屋育英学園 大 森 学 園 駒 場 学 園 明 昭 学 園 村 井 学 園

22 東京成徳学園 中 延 学 園 自由ｹ丘学園 白 梅 学 園

25 高 輪 学 園 足 立 学 園 順 天 学 園 八 雲 学 園 守屋教育学園

26 城 西 学 園 香蘭女学校 戸 板 学 園 日本文華学園豊 島 岡 女 子 学 園

安 田 商 工 教 育 会 東 京 純 心 女 子 学 園27 実践女子学園 武蔵野学院 開 成 学 園

28 青 蘭 学 院 山 崎 学 園 目 黒 学 院 麻 布 学 園 菅 生 学 園
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監査年月日 学 校 法 人 名

11.29 世 田 谷 学 園 実 践 学 園 三輪田学園 中 央 大 学 駒 澤 学 園

12. 2 成 城 学 校 渡 辺 学 園 芝浦工業大学 矢 野 学 園東 京 学 園 高 等 学 校

武 蔵 野 女 子 学 院4 調 布 学 園 成 徳 学 園 松 蔭 学 園 獨 協 学 園

5 明 星 学 園 立教女学院 錦 城 学 園 文 京 学 園 自 由 学 園

6 国 士 舘 駿 台 学 園 明 治 学 院 京 北 学 園 成 蹊 学 園

9 川 村 学 園 日本体育会 帝 京 大 学 大 妻 学 院 玉 川 学 園

10 五 島 育 英 会 京 華 学 園 桐 朋 学 園 田 村 学 園 恵泉女学園

12 淡 島 学 園 田 辺 学 園 大 原 学 園 岸 野 学 園成 増 す み れ 学 園

13 旭 幼 稚 園 須 賀 学 園 みのり幼稚園 向 台 学 園 相原保善学園

聖 フ ラ ン シ ス コ 学 園平成15.1.14 清 麗 学 園 照 徳 学 園

16 雀 村 学 園 聖 心 学 園 宝 田 学 園 調布星美学園 宮 村 学 園

17 加藤育英学園 野 村 学 園 田 澤 学 園 市 川 学 園 洗 心 学 園

20 六 郷 学 園 大泉菁莪学園 大 和 学 園 東京内野学園東 京 綜 合 食 品 学 園

21 榎 本 学 園 高 麗 学 園 須 田 学 園 野 澤 学 園 永 明 学 院

22 山 野 学 苑 芦 川 学 園 東京音楽学院

第３ 監 査 の 結 果

１ 補助実績について

今回監査を実施した１００団体に対する平成１２年度及び平成１３年度の補助金総額は、表２

のとおり平成１２年度３５３億１，５７５万余円（結核予防費補助金を含む 、平成１３年度。）

３４３億２，４３９万余円（結核予防費補助金を含む ）で、平成１３年度の団体別補助金額は。

別表のとおりとなっている。

以下、私立学校経常費補助金について述べる。

私立学校経常費補助金は、一般補助と特別補助とからなっている。

一般補助は、各学校の基礎数値（学級数､教職員数、在籍生徒及び幼児数等）に補助単価（経

） 、 （ 、 、常費補助要綱で定めたもの を乗じて算出した補助標準額に 評価係数 保護者負担 教育条件

財務状況を勘案した数値）を乗じて交付額を決定するものである。

特別補助は、入学支度金制度、授業料減免制度等、各学校に対し独自の目的のために補助を行

、 、 。うもので 表４のとおり 補助項目ごとの算定方法に基づき個別に交付額を決定するものである

次に、私立専修学校教育振興費補助金について述べる。

私立専修学校教育振興費補助金は、私立学校経常費補助金と同様に一般補助と特別補助とから

なっている。

一般補助は、各学校の基礎数値（在籍生徒数）に補助単価（振興費補助要綱で定めたもの）を



- 50 -

乗じて算出した補助標準額に、評価係数（父母負担、教育条件を勘案した数値）を乗じて交付額

を決定するものである。

特別補助は、授業料減免制度及び私立学校振興補助であり、表５のとおり、補助項目ごとの算

定方法に基づき個別に交付額を決定するものである。

なお、これらの補助金は、東京都学校法人会計基準の処理標準（昭和５６年１１月２日付５６

総学二第２８４号総務局学事部長通知）による支出科目のうち、表６及び表７の経費に充てるこ

とになっている（経常費補助要綱第５及び第７並びに振興費補助要綱第４ 。）

事業は別項指摘事項に関するものを除き、補助目的に沿って適正に執行されている。

（表４）私立学校経常費補助金の特別補助概要 (平成１２年度及び平成１３年度)

補 助 項 目 等 算 定 方 法
入 学 支 度 金 制 度 ２万円×貸付人員（高校）
授 業 料 減 免 制 度

（平成１２年度）学 業 成 績：前年度減免額×１／３授 業 料 減 免 制 度
（平成１３年度） 〃 ：前年度減免額×１／４

家計状況又は家計急変：前年度減免額×２／３

授 業 料 軽 減 補 助 ５００円×前年度の軽減者数（高校）
私 立 学 校 振 興 補 助 １５０円×生徒数（交付年度5.1現在）

（平成１２年度）Ａ＋Ｂ都 内 生 就 学 補 助
Ａ：１年生の都内在住生徒数（平成12.5.1現在）×４万円

Ｂ： １年生の生徒数（平成12.5.1現在）に占める都内在住生徒数の高 ｛
割合－過去３年間の５月１日現在の１年生の生徒数に占める都内在

住生徒数の割合の平均｝×２００万円・

（平成１３年度）４万５千円×都内在住生徒数（平成13.5.1現在）中
（高校）

・ 国 際 化 推 進 補 助
外国人留学生受入れ補助 ７５万円×前年度の受入れ留学生数（高校）

３０万円×外国人教員･助手の人数（交付年度5.1現在 （高校・中学）小 外国人教員及び助手の採用 ）

学 帰 国 子 女 等 の 受 入 れ ９万円×海外に在留していた児童又は生徒の受入れ人数(交付
年度5.1現在)（高校・中学）

数校 ４ ０ 人 学 級 編 制 推 進 補 助 高校６０万円(中学２０万円、小学１０万円)×４０人以下の学級

生 徒 急 減 対 策 補 助 ３万３千円×対前年度生徒減少数の３年平均＋２万７千円×定
員未充足率の３年平均（高校）

平成 魅力ある学習指導の推進 定員内実員数に応じて ３０万円から８０万円の範囲で交付 高、 （
１２ 校）

情報機器のレンタル・リース台数に応じて、３０万円から３００年度 情 報 化 推 進 補 助
万円の範囲で交付

定員内実員数に応じて、１０万円から９０万円の範囲で交付平成 きめ細やかな学習指導の推進補助

１３
年度
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補 助 項 目 等 算 定 方 法
地 域 教 育 事 業 補 助 幼児教育に関する知識等を無料で地域住民に提供している場合

４０万円を交付
私 立 学 校 振 興 補 助 ５０円×幼児数(交付年度5.1現在)

幼 授 業 料 減 免 補 助 家計急変：前年度減免額×２／３
３ 才 児 就 園 促 進 補 助 ３千円×３才児数(交付年度5.1現在)

稚 預 か り 保 育 推 進 補 助
基礎単価（６０万円から１００万円）教 育 時 間 終 了 後
＋延長時間（預かり時間－２時間）×単価（１０万円から３０万円）園

預かり幼児の人数規模に応じて、１５万円から４５万円の範囲で交付教 育 時 間 開 始 前
〃 １０万円から３０万円の範囲で交付（平成１２年度）夏 期 休 暇 中

〃 ５万円から１５万円の範囲で交付（平成１３年度）

（表５）私立専修学校教育振興費補助金の特別補助概要 (平成１２年度及び平成１３年度)

補 助 項 目 等 算 定 方 法
授 業 料 減 免 制 度 学 業 成 績：前年度減免額×１／３（平成１２年度）

前年度減免額×１／４（平成１３年度） 〃 ：

家計状況又は家計急変：前年度減免額×２／３
私 立 学 校 振 興 補 助 ５０円×生徒数(交付年度5.1現在)

（表６）私立学校経常費補助金の補助金充当支出科目

大 科 目 小 科 目
人 件 費 支 出 教員人件費、職員人件費
教育研究経費支出 消耗品費､光熱水費､旅費交通費､車両燃料費､福利費､通信運搬費､印刷製本費､

出版物費､修繕費､損害保険料､賃借料(土地及び建物に対するものを除く。)､
公租公課､諸会費､会議費､報酬 委託 手数料､生徒活動補助金・ ・

管 理 経 費 支 出 消耗品費､光熱水費､旅費交通費､車両燃料費､福利費､通信運搬費､印刷製本費､
出版物費､修繕費

設 備 関 係 支 出 教育研究用機器備品､その他の機器備品､図書

（表７）私立専修学校教育振興費補助金の補助金充当支出科目

大 科 目 小 科 目
人 件 費 支 出 教員人件費、職員人件費
教育研究経費支出 消耗品費､光熱水費､印刷製本費､出版物費､修繕費
設 備 関 係 支 出 教育研究用機器備品､図書
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２ 指 摘 事 項

（１）局 関 係

ア 補助金交付を適切に行うべきもの

私立学校経常費補助の一般補助は、各学校の基礎数値（学級数、教職員数、在籍生徒及び幼

児数等）に補助単価を乗じて算出した額に評価係数を乗じて交付額を決定するものである。

このうち教職員については、正規の教員又は職員として雇用されている者で、教員は必要な

免許状を有し、週当たり５日以上勤務していること、職員は常時勤務していること等を要件と

し、ただし、休職等により平常勤務の際における給与の２割相当額以上の支給を受けていない

者は除くものとしている（経常費補助要綱第６－１の（１）のエ 。）

この認定に当たっては、学校から提出された「私立学校教育助成金調査表 （以下「助成金」

調査表」という ）によっている。。

ところで、その運用について見たところ、助成金調査表の「記入の手引き」で、助成金調査

表を構成する「補助・評価対象除外者調査表」の記入方法において、対象除外者を「５月１日

現在の給与の支給割合が２０％未満の者」であるとしているにもかかわらず、実際の判断は

同じく助成金調査表を構成する｢本務者に関する調査表｣に記入された「５月に支給した金額」

によって行っていた。

そのため、補助対象の認定において、表８のとおり、５月１日現在の給与支給割合では補助

対象とならないが、５月に支給した金額の支給割合が２０％以上であるため補助対象とした事

例が認められた。

経常費補助は、各学校の客観的な基礎数値を基に補助金を算定するものであるため、局は、

教職員の対象者の認定に当たって、審査が的確に行われるよう、助成金調査表の見直しを行う

など、補助金交付を適切に行われたい。

（ ）生活文化局

（表８）休職等にかかる教職員の認定事例

Ａ 勤 務 実 態 平成11.7.1～平成12.5.4(育児休職・無給) 平成12.5.5 復職

5/ 1現在給与 支給割合０％

５月支給給与 平成12.5.23支給 平常勤務の月の 87 %相当額

Ｂ 勤 務 実 態 平成12.4.18～平成12.5.10(欠勤・無給) 平成12.5.10 退職

5/ 1現在給与 支給割合０％

５月支給給与 平成12.5.10支給 平常勤務の月の 50 %相当額
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（２）団 体 関 係

ア 人件費の支出を適正に行うべきもの

教職員の人件費については、学校法人の給与規程等に定め、これを支給の根拠とすべきであ

るが、次のとおり、適正でない事例が認められた。

各学校法人は、人件費の支出を適正に行われたい。

（ア）学校法人玉川学園は、平成１２年度及び平成１３年度において、幼稚部の本務教員に対し

て、日曜日及び祝日に出勤し、飼育動物に対し飼料を与えた場合の手当（１回につき１，５

００円）をその他諸手当として支給しているが、支給根拠が給与規程に定められていない

（支給額計：平成１２年度 １７万４，０００円、平成１３年度 １５万７，５００円 。）

（ 学校法人玉川学園 ）

（イ）学校法人相原保善学園は、給与規程において、管理職手当の支給を受けている園長には時

間外手当及び休日手当を支給しないと定めているにもかかわらず、管理職手当の支給を受け

ている幼稚園長に対し、平成１２年度に時間外手当を支給している（支給額計：５万５，３

２６円 。）

（ 学校法人相原保善学園 ）

（３）共 通 関 係

ア 授業料減免補助に係る減免額の算定を適正に行うべきもの

都は、私立高等学校等において、学業成績、家計状況等の理由により授業料を減免する制度

を有している場合、学校法人が当該制度についての根拠規定を備えていること並びに、生徒及

びその保護者等に対し文書等により周知していることを要件に、私立学校経常費補助の特別補

助として授業料減免額の一部（前年度減免額×学業成績の場合１／４・家計状況等の場合２／

３）を補助している（経常費補助要綱第６－１の（２）のイの（ア 。））

ところで、平成１３年度の同補助金の交付状況について見たところ、学校法人菅生学園は、

東海大学菅生高等学校において、表９のとおり、前年度（平成１２年度）の授業料減免額を誤

って６９万６，０００円多く申請した結果、補助金１７万４，０００円が過大に交付されてい

る。

学校法人は、授業料減免補助に係る前年度の授業料減免額の算定を適正に行われたい。

また、局は、同補助金の審査を適切に行うとともに、過大に交付した補助金の返還を求めら

れたい。

（ 学校法人菅生学園 ）

（ 生活文化局 ）
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（表９）授業料減免補助の算定

減免額 (A) 補助金額 (B)=(A)×1/4

誤 ２１，０５４，０００円 ５，２６３，５００円

正 ２０，３５８，０００円 ５，０８９，５００円

差 ６９６，０００円 １７４，０００円

イ 都内生就学補助に係る都内在住生徒数の算定を適正に行うべきもの

都は、学校に届けられている保護者の住所が都内にある生徒の私立高等学校への就学促進を

図るため、私立学校経常費補助の特別補助として都内生就学補助を実施している。この補助金

額は、平成１２年度については表１０による①及び②を合算した額で算定し、また、平成１３

年度については③の額で算定することとしている（経常費補助要綱第６－１の（２）のエ 。）

ところで、同補助金の交付状況について見たところ、表１１のとおり、各学校法人が保護者

の住所が都外にある生徒を加えてそれぞれ申請した結果、補助金合計８３万５，０００円が過

大に交付されている。

各学校法人は、都内生就学補助に係る都内在住生徒数の算定を適正に行われたい。

また、局は、同補助金の審査を適切に行うとともに、過大に交付した補助金の返還を求めら

れたい。

（ ）学校法人田村学園

（ ）学校法人東京学園高等学校

（ ）学校法人安田商工教育会

（ ）学校法人京北学園

（ ）学校法人国士舘

（ ）学校法人豊島岡女子学園

（ ）学校法人中延学園

（ ）学校法人明星学園

（ ）学校法人明治学院

（ ）生活文化局

（表１０）補助額算定式

平成１２年度 ① １年生の都内在住生徒数（当該年度の５月１日現在）×４万円

（ ① + ② ） ② ｛１年生の生徒数（当該年度の５月１日現在）に占める都内在住生徒数の

割合－過去３年間の５月１日現在の１年生の生徒数に占める都内在住生徒数

の割合の平均｝×２００万円

平成１３年度 ③ １年生の都内在住生徒数（当該年度の５月１日現在）×４万５，０００円
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（表１１）平成１２年度及び平成１３年度の１年生における都内在住生徒数等

年 度 法人名 学 校 名 区 分 誤 正 過大補助金等

平成１２年度 田村学園 多摩大学目黒 生 徒 数（人） 164 163 1

高等学校 補助金額（円） 6,560,000 6,520,000 40,000

東京学園高 東京学園高等 生 徒 数（人） 244 243 1

等学校 学校 補助金額（円） 9,760,000 9,720,000 40,000

安田商工教 安田学園高等 生 徒 数（人） 294 293 1

育会 学校 補助金額（円） 13,760,000 13,320,000 440,000

平成１３年度 京北学園 京北高等学校 生 徒 数（人） 137 136 1

補助金額（円） 6,165,000 6,120,000 45,000

国士舘 国士舘高等学 生 徒 数（人） 17 16 1

校（定時制） 補助金額（円） 765,000 720,000 45,000

東京学園高 東京学園高等 生 徒 数（人） 199 198 1

等学校 学校 補助金額（円） 8,955,000 8,910,000 45,000

豊島岡女子 豊島岡女子学 生 徒 数（人） 189 188 1

学園 園高等学校 補助金額（円） 8,505,000 8,460,000 45,000

中延学園 朋優学院高等 生 徒 数（人） 304 303 1

学校 補助金額（円） 13,680,000 13,635,000 45,000

明星学園 明星学園高等 生 徒 数（人） 206 205 1

学校 補助金額（円） 9,270,000 9,225,000 45,000

明治学院 明治学院高等 生 徒 数（人） 202 201 1

学校 補助金額（円） 9,090,000 9,045,000 45,000

補助金額合計 （円） 86,510,000 85,675,000 835,000

（注）平成１２年度分の補助金について、学校法人安田商工教育会においては、補助対象生徒が１

名減ることに伴い、表１０の②の算定により補助金が４０万円減少する。

ウ 国際化推進補助に係る補助対象生徒の把握を適正に行うべきもの

都は、私立高等学校等が海外に在留していた児童又は生徒の受入れを行っている場合は、私

立学校経常費補助の特別補助として国際化推進補助を設け、１人当たり９万円交付している。

この補助は、日本国籍を有し、かつ、海外に所在する機関・事業所等に勤務若しくは、海外

に在留していた者又は現在在留している者の子で、当該年度の５月１日現在、①引き続き１年

を超える期間海外に在留し、かつ、②帰国後３年以内（平成１３年度補助条件：１０年５月以

降に帰国）の児童又は生徒であることを要件としている（経常費補助要綱第６－１の（２）の

オの（ウ 。））

ところで、平成１３年度の同補助金の交付状況を見たところ、学校法人田村学園は、多摩大

学附属聖ヶ丘高等学校において、補助対象とした６名のうちの１名については帰国後３年を超

えており（平成１０年４月帰国 、その結果、補助金９万円が過大に交付されている。）

学校法人は、補助対象となる生徒の把握を適正に行われたい。
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また、局は、同補助金の審査を適切に行うとともに、過大に交付した補助金の返還を求めら

れたい。

（ ）学校法人田村学園

（ ）生活文化局

エ ４０人学級編制推進補助に係る補助対象学級数の把握を適正に行うべきもの

都は、私立高等学校等の年度当初における学級編制において、１学級当たりの実生徒数が４

０人以下の場合は、私立学校経常費補助の特別補助として１学級につき、高等学校の場合６０

万円、中学校の場合２０万円を補助している（経常費補助要綱第６－１の（２）のカ 。）

ところで、補助対象の基準としている年度当初の１学級当たりの実生徒数を見たところ、表

１２に記載した学校法人において、各学級の生徒数を把握すべき基準日を誤って５月１日現在

としたことなどにより、申請した４０人学級数に誤りが生じ、その結果、補助金３８０万円が

過大に交付されている。

各学校法人は、年度当初の学級編制における１学級当たりの実生徒数が４０人以下である学

級数の把握を適正に行われたい。

また、局は、同補助金の審査を適切に行うとともに、過大に交付した補助金の返還を求めら

れたい。

（ ）学校法人世田谷学園

（ ）学校法人日本体育会

（ ）学校法人田村学園

（ ）生活文化局

（表１２）４０人学級編制補助に係る補助対象学級数
年 度 法 人 名 学 校 名 過大となった申請した４０人学級数

誤 正 差 補助金
平成12年度 世田谷学園 世田谷学園中学校 ４ ３ １ 20万円×１学級= 20万円

日本体育会 日体荏原高等学校 ９ ４ ５ 60万円×５学級=300万円
平成13年度 田村学園 １２ １１ １ 60万円×１学級= 60万円多摩大学目黒高等学校

合 計 ――― ――― ―― ―― ―― ３８０万円
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（別表）学校法人別補助金一覧
（単位：千円）

平 成 13 年 度
学 校 法 人 名 経常費補助 計 合 計経常費以外の補助 結核予防費補助

麻 布 学 園 479,301 3,359 482,660 188 482,848
足 立 学 園 375,546 13,377 388,923 109 389,032
大 妻 学 院 663,810 12,025 675,835 2,476 678,311
大 森 学 園 558,704 27,447 586,151 0 586,151
開 成 学 園 509,558 5,545 515,103 223 515,326
川 村 学 園 653,081 9,015 662,096 478 662,574
錦 城 学 園 716,886 27,536 744,422 221 744,643
京 華 学 園 774,565 28,893 803,458 199 803,657
恵 泉 女 学 園 397,302 9,962 407,264 760 408,024
京 北 学 園 482,784 15,943 498,727 0 498,727
香 蘭 女 学 校 307,955 7,380 315,335 113 315,448
国 士 舘 421,642 14,769 436,411 3,569 439,980
五 島 育 英 会 841,091 10,857 851,948 2,067 854,015
駒 澤 学 園 431,620 7,027 438,647 694 439,341
駒 場 学 園 415,221 13,948 429,169 167 429,336
実 践 学 園 427,288 26,940 454,228 0 454,228
実 践 女 子 学 園 549,948 9,074 559,022 1,699 560,721
芝 浦 工 業 大 学 319,333 11,246 330,579 1,208 331,787
自 由 ｹ 丘 学 園 302,453 14,170 316,623 0 316,623
自 由 学 園 356,485 2,671 359,156 147 359,303
順 天 学 園 366,872 5,268 372,140 131 372,271
松 蔭 学 園 307,610 6,043 313,653 65 313,718
城 西 学 園 406,598 9,195 415,793 131 415,924
白 梅 学 園 388,564 12,537 401,101 433 401,534
菅 生 学 園 544,593 26,490 571,083 185 571,268
駿 台 学 園 335,533 21,872 357,405 106 357,511
成 蹊 学 園 643,000 4,160 647,160 2,978 650,138
成 城 学 校 530,036 8,631 538,667 178 538,845
成 徳 学 園 336,107 4,815 340,922 51 340,973
青 蘭 学 院 489,118 9,219 498,337 70 498,407
世 田 谷 学 園 427,487 7,570 435,057 0 435,057
高 輪 学 園 380,153 5,219 385,372 156 385,528
玉 川 学 園 640,706 4,983 645,689 2,416 648,105
田 村 学 園 817,278 15,804 833,082 635 833,717
中 央 大 学 749,446 30,514 779,960 8,188 788,148
調 布 学 園 394,204 3,352 397,556 155 397,711
帝 京 大 学 307,561 5,362 312,923 2,730 315,653
戸 板 学 園 282,357 6,539 288,896 363 289,259
東 京 学 園 高 等 学 校 316,467 12,615 329,082 79 329,161
東 京 純 心 女 子 学 園 292,770 7,156 299,926 225 300,151
東 京 成 徳 学 園 730,320 23,367 753,687 432 754,119
桐 朋 学 園 1,339,774 17,327 1,357,101 997 1,358,098
豊 島 岡 女 子 学 園 497,343 11,404 508,747 235 508,982
獨 協 学 園 396,491 10,155 406,646 142 406,788
中 延 学 園 303,164 17,826 320,990 177 321,167
日 本 体 育 会 688,241 40,751 728,992 2,269 731,261
日 本 文 華 学 園 301,156 12,259 313,415 77 313,492
文 京 学 園 638,360 15,248 653,608 613 654,221
明 星 学 園 521,395 13,285 534,680 99 534,779
三 輪 田 学 園 313,498 9,758 323,256 125 323,381
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(別表) 学校法人別補助金一覧
（単位：千円）

平 成 13 年 度
学 校 法 人 名 経常費補助 計 合 計経常費以外の補助 結核予防費補助

武 蔵 野 学 院 516,859 35,532 552,391 0 552,391
武 蔵 野 女 子 学 院 486,855 9,475 496,330 1,683 498,013
村 井 学 園 401,386 23,569 424,955 120 425,075
明 治 学 院 687,285 13,971 701,256 1,745 703,001
明 昭 学 園 381,563 29,540 411,103 137 411,240
目 黒 学 院 481,318 11,585 492,903 0 492,903
守 屋 育 英 学 園 639,523 44,215 683,738 188 683,926
守 屋 教 育 学 園 431,309 5,924 437,233 165 437,398
八 雲 学 園 325,952 5,880 331,832 0 331,832
安 田 商 工 教 育 会 715,184 25,636 740,820 193 741,013
矢 野 学 園 604,713 37,114 641,827 187 642,014
山 崎 学 園 483,221 10,641 493,862 173 494,035
立 教 女 学 院 423,027 15,320 438,347 261 438,608
渡 辺 学 園 523,914 18,577 542,491 1,342 543,833
相 原 保 善 学 園 34,172 263 34,435 0 34,435
旭 幼 稚 園 35,438 563 36,001 0 36,001
芦 川 学 園 33,106 1,404 34,510 0 34,510
淡 島 学 園 34,694 1,013 35,707 0 35,707
市 川 学 園 36,413 713 37,126 0 37,126
永 明 学 院 33,843 263 34,106 0 34,106
大 泉 菁 莪 学 園 43,939 263 44,202 0 44,202
大 原 学 園 33,897 263 34,160 0 34,160
加 藤 育 英 学 園 33,385 252 33,637 0 33,637
岸 野 学 園 33,882 1,013 34,895 0 34,895
高 麗 学 園 33,417 263 33,680 0 33,680
雀 村 学 園 39,038 1,404 40,442 0 40,442
照 徳 学 園 38,075 863 38,938 0 38,938
須 賀 学 園 35,446 252 35,698 0 35,698
須 田 学 園 32,895 863 33,758 0 33,758
聖 心 学 園 40,119 2,025 42,144 0 42,144
聖フランシスコ学園 35,804 263 36,067 0 36,067
清 麗 学 園 37,643 1,013 38,656 0 38,656
洗 心 学 園 36,197 1,013 37,210 0 37,210
宝 田 学 園 38,218 1,013 39,231 0 39,231
田 澤 学 園 40,409 1,002 41,411 0 41,411
田 辺 学 園 34,464 1,013 35,477 0 35,477
調 布 星 美 学 園 34,823 1,404 36,227 0 36,227
東 京 内 野 学 園 39,585 1,013 40,598 0 40,598
東 京 音 楽 学 院 77,786 1,500 79,286 0 79,286
成 増 す み れ 学 園 35,038 863 35,901 0 35,901
野 澤 学 園 48,177 713 48,890 0 48,890
野 村 学 園 43,819 1,013 44,832 0 44,832
み の り 幼 稚 園 35,041 563 35,604 0 35,604
宮 村 学 園 34,813 1,013 35,826 0 35,826
向 台 学 園 34,299 713 35,012 0 35,012
大 和 学 園 38,719 263 38,982 0 38,982
六 郷 学 園 49,553 863 50,416 0 50,416
榎 本 学 園 0 106,911 106,911 0 106,911
東 京 綜 合 食 品 学 園 0 47,315 47,315 0 47,315
山 野 学 苑 0 121,433 121,433 947 122,380

計 33,039,031 1,239,464 34,278,495 45,900 34,324,395
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社会福祉法人東京都社会福祉協議会

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

社会福祉法人東京都社会福祉協議会（以下「東社協」という ）は、昭和２６年１月に設立。

（社会福祉法人の認可は昭和３０年１１月）された団体で、東京都における社会福祉事業その

ほかの社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地

域福祉の推進を図ることを目的として、主として次の事業を行っている。

ア 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

イ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

ウ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

エ 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業

オ 区市町村社会福祉協議会（以下「区市町村社協」という ）の相互の連絡及び事業の調整。

カ 地域福祉権利擁護事業

キ 生活福祉資金貸付事業

ク 東京ボランティア・市民活動センターの運営

（２）都 と の 関 係

、 、 、都は 東京都社会福祉協議会一般事業運営ほか１６事業に対し 各補助金交付要綱に基づき

東社協の事業に必要な資金、事務費等として、表１のとおり、平成１２年度１３億４，１５１

万余円、平成１３年度１０７億５，３９９万余円の補助金を交付している。
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（表１）補助金交付状況一覧

事 業 名 補 助 金 額 内 容 補 助 率 備 考

平成 千円 東社協の一般事業運営に対する補助 人件費 10/10

一般事業運営 12年度 職員人件費（１８名分） 事務事業費 1/21 157,178
平成 千円 総合的企画、連絡調整等の事業費 維持管理費 10/10

13年度 事務室賃借料等 （都単独補助）161,045
平成 千円 区市町村社協が実施するふれあいの 10/10

ふれあいの 12年度 まちづくり事業に係る事業費に対す （国1/3 都1/3 区市町2 73,516
まちづくり事業 平成 千円 る補助 村1/3）

62,67013年度

平成 千円 ふれあいのまちづくり事業の効果的 10/10 平成12年

地域福祉推進 12年度 実施の確保を図り、区市町村社協の （国1/2 都1/2） 度は区市3 4,179
支援事業 地域福祉活動の支援と民間福祉サー 町村社協

平成 千円 ビス事業者等の参画を促進する総合 総合支援

13年度 支援事業に対する補助 事業4,179
平成 千円 社会福祉施設の安定的な経営と入所 10/10

福祉施設 12年度 者処遇の向上等のために行う、専門 （国1/2 都1/2）4 11,028
経営指導事業 平成 千円 事務費に対する補助

9,79713年度

平成 千円 児童福祉施設等退所児童の就職、進 10/10

自立援助促進事業 12年度 学、住居入居に伴う身元保証及び連 （都単独補助）5 1,731
平成 千円 帯保証制度の運営実施に係る経費に

13年度 対する補助1,040
平成 千円 児童の体力向上と施設相互の理解と 10/10

児童福祉施設 12年度 親睦を深めるために実施する競技大 （都単独補助）6 2,000
競技大会 平成 千円 会の運営費に対する補助

2,00013年度

平成 千円 障害者等が安心して授産活動が続け 10/10 平成13.14

授産活動活性化 12年度 られるよう、授産製品のカタログ作 （国1/2 都1/2） 年度事業7 -
特別対策事業 平成 千円 成及び配布の実施に係る経費に対す

13年度 る補助7,500
平成 千円 低所得者等の経済的自立、生活意欲 10/10 平成13年

生活福祉資金 12年度 の助長促進、在宅福祉、社会参加の （国2/3 都1/3） 分利子補8 595,520
貸付事業 平成 千円 促進を図るために実施する資金貸付 給分含む

（貸付資金） 13年度 事業に要する貸付資金に対する補助 (144)43,809
平成 千円 生活福祉資金貸付事業に要する貸付 10/10

生活福祉資金 12年度 事務費に対する補助 （国1/2 都1/2）9 65,416
貸付事業 平成 千円

58,262（事務費） 13年度

平成 千円 失業により生計の維持が困難な世帯 10/10 平成14年3

生活福祉資金 12年度 に対し、再就職までの生活資金を貸 （国3/4 都1/4） 月開始10 -
離職者支援資金 付け、世帯の自立を支援するために（ ）

貸付事業 平成 千円 実施する貸付事業に要する貸付資金

（貸付資金） 13年度 に対する補助10,000,000
平成 千円 生活福祉資金（離職者支援資金）貸 10/10 平成14年3

生活福祉資金 12年度 付事業に要する貸付事務費に対する （国1/2 都1/2） 月開始11 -
離職者支援資金 補助（ ）

貸付事業 平成 千円

2,000（事務費） 13年度
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（表１－２）補助金交付状況一覧

事 業 名 補 助 金 額 内 容 補 助 率 備 考

平成 千円 判断能力が不十分な痴呆性高齢者、 10/10

地域福祉 12年度 知的障害者及び精神障害者等のため （国1/2 都1/2）12 207,832
権利擁護事業 の福祉サービス利用援助事業等に対

平成 千円 する補助

13年度 人件費、事務事業費、委託費181,448
平成 千円 障害者の人権や権利の擁護を図るた 10/10

（ ）13 障害者 12年度 めに実施する電話相談窓口の設置、 国1/2 都1/2 変動あり1,100
特別相談事業 平成 千円 弁護士等による専門的な相談に係る

13年度 経費に対する補助1,100
（ ）平成 千円 判断能力が不十分な精神障害者の権 10/10 健康局

精神障害者 12年度 利侵害に対する法律相談及び相談内 国1/2 都1/2 変動あり 平成12年14 - （ ）

権利擁護 容の解決に向けた援助事業に対する 度は(12)

法律相談事業 平成 千円 補助 地域福祉

13年度 人件費、事務事業費等 権利に含9,367
む

平成 千円 福祉サービス利用援助事業の適正な 10/10 平成12年

苦情対応事業 12年度 運営及び安心して福祉サービスを利 （国1/2 都1/2） ６月開始15 10,930
用する際の相談・苦情に係る経費に

平成 千円 対する補助

13年度 人件費、事務事業費等12,524
（ 生 活 文 化 局 ）平成 千円 東京ボランテｲア・市民活動センタ 10/10

東京ボランテｲア・ 12年度 ー運営費補助 （国1/2 都1/2）16 196,929
市民活動 平成 千円 人件費（16人 、事務室使用料等、）

センター事業 13年度 各種事業費188,405
平成 千円 ボランテｲア活動中の事故に対して 区市町村社協の登録者 平成13年

ボランテｲア保険 12年度 補償を行うためのボランテｲア保険 1/2（都単独補助） 度で終了17 14,151
掛金助成 平成 千円 掛金の助成 広域活動推進団体の登録

（ ）13年度 者 10/10 都単独補助8,847
平成 千円

1,341,510合 計 12年度

平成 千円

10,753,99313年度

２ 組 織

東社協は、事務所を新宿区神楽河岸１番１号に置き、役員４５名（会長１名、副会長４名、常

務理事（副会長が兼任 、理事３７名、監事３名（うち非常勤役員４４名 、評議員８５名、参） ））

与１０名及び職員１２０名で、事務局は、３部（総務部ほか 、３センター（東京ボランティア）

・市民活動センターほか）をもって構成されている。
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１２年度及び平成１３年度の補助対象事業について実施した。

２ 実地監査期間

（１）福 祉 局 平成１４年１２月２日及び１２日

（２）生活文化局 平成１４年１２月２日及び１２日

（３）健 康 局 平成１４年１２月２日及び１２日

（４）東 社 協 平成１４年１２月３日から同月１０日まで

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１２年度及び平成１３年度における補助事業の主な実績は、表２のとおりであり、事業は

別項指摘に関するものを除き、補助目的に沿って適正に執行されている。

（表２）補助事業実績一覧

事 業 名 主 な 事 業 執 行 状 況

人件費 事務事業費

一般事業運営 平成12年度 131,194 千円（１７名分） 25,984 千円1
平成13年度 135,591 千円（１８名分） 25,454 千円

平成12年度 12 地区（港区、新宿区、渋谷区、板橋区、足立区、立川市、日野市、

ふれあいの 狛江市、稲城市、町田市、西東京市、東大和市各社協）2
まちづくり事業 平成13年度 10 地区（新宿区、渋谷区、板橋区、足立区、立川市、日野市、狛江市、

稲城市、町田市、西東京市）

区市町村社協 ふれあいのまちづくり 地域福祉推進支援事業

地域福祉推進 強化推進事業 推進指導事業 民間福祉サービス推進事業3
支援事業 平成12年度 2,465 千円 1,714 千円

平成13年度 4,179 千円

一般相談（専任相談員・常勤１名） 特別相談（専門相談員・非常勤３名）

福祉施設 相談件数 相談件数4
経営指導事業 平成12年度 140 件 301 件

平成13年度 824 件 221 件

就職時の身元保証 進学時の身元保証 住居入居の連帯保証

自立援助促進事業 平成12年度 16 件 4 件 15 件5
平成13年度 23 件 5 件 18 件

児童福祉施設 平成12年度 ４競技６回、延７９施設、延 1,417 人（付添い含む）6
競技大会 平成13年度 ４競技６回、延８０施設、延 1,492 人（付添い含む）

カタログ作成掲載

授産活動活性化 平成13年度 84 件7
特別対策事業
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（表２－２）補助事業実績一覧

事 業 名 主 な 事 業 執 行 状 況

生活福祉資金 貸付件数及び貸付金額

貸付事業 平成12年度 2,119 件（1,232,860 千円 （三宅特例分含む：750件、75,000千円）8 ）

（貸付資金） 平成13年度 1,186 件（1,052,938 千円）

生活福祉資金 貸付事務費 区市町村社協事務費 民生委員実費弁償等

貸付事業 平成12年度 31,087 千円 5,583 千円 28,746 千円9
（事務費） 平成13年度 24,512 千円 5,004 千円 28,746 千円

生活福祉資金 貸付件数及び貸付金額

離職者支援資金 平成13年度 3 件（1,800千円）10 （ ）

貸付事業

（貸付資金）

生活福祉資金 貸付事務費 区市町村社協事務費 民生委員実費弁償等

離職者支援資金 平成13年度 2,000 千円 0 千円 0 千円11 （ ）

貸付事業

（事務費）

痴呆性高齢者 知的障害者 精神障害者 その他 計

地域福祉 契約締結件数12
権利擁護事業 平成12年度 44 件 8 件 7 件 1 件 60 件

平成13年度 138 件 12 件 17 件 1 件 168 件

障害者 平成12年度 54 件13
特別相談事業 平成13年度 135 件

精神障害者 法律相談等 その他相談 人件費（非常勤相談員等） 事務事業費等

権利擁護 平成13年度 729 件 1,286 件 7,298 千円 2,069 千円14
法律相談事業

相 談 人件費 事務事業費等

苦情対応事業 平成12年度 20 件 6,986 千円 3,944 千円15
平成13年度 59 件 8,959 千円 3,565 千円

東京ボランテｲア 人件費（16人） 事務事業費

・市民活動 平成12年度 62,945 千円 133,984 千円16
センター事業 平成13年度 63,186 千円 125,219 千円

区市町村社協登録ボランテｲア 広域活動推進団体登録ボランテｲア

ボランテｲア保険 平成12年度 71,466 人 11,436 人17
掛金助成 平成13年度 59,861 人 0 人
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２ 指 摘 事 項

（１）団 体 関 係

ア 印刷製本請負契約に係る事務処理を適正に行うべきもの

東社協は、生活文化局所管の補助事業である「東京ボランティア・市民活動センター事業」

の一環として 「東京ボランティア・市民活動センター研究年報２００１」を作成するため、、

（ ． ． 、 ，平成１４年３月７日に印刷物作成契約 履行期限：平成１４ ３ ３０ 契約金額：４４万１

０００円）をＡと締結している。

ところで、契約の履行状況を確認したところ、監査日（平成１４．１２．１０）現在、成果

物は納品されておらず、実際に納品されたのは平成１４年１２月１７日であることが認められ

た。

しかしながら、東社協は、契約の履行期限内に成果品の納品があったとして、平成１４年３

月２５日に契約代金を支払っているのは適正でない。

東社協は、印刷製本請負契約に係る事務処理を適正に行われたい。

（ 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 ）

（２）共 通 関 係

ア 非常勤専門相談員に係る報酬の支払を適正に行うべきもの

福祉局は、社会福祉施設に対する福祉施設経営指導員による指導・援助体制を整備し、もっ

て社会福祉施設の施設運営全般の質的向上に資することを目的として、東社協が実施している

「 」 、 、 ，福祉施設経営指導事業 に対し 福祉施設経営指導事業補助要綱に基づき 平成１２年度１

１０２万余円、平成１３年度９７９万余円の補助金を交付している。

ところで、東社協の福祉施設経営指導員４名のうち、常勤の１名を除く３名の非常勤専門相

談員（以下「専門相談員」という ）の報酬については、東京都社会福祉協議会非常勤職員任。

用及び報酬等規則に基づいて、会長が定めることとされており、会長は、平成１３年度におけ

る専門相談員の勤務日数を週１日、報酬を日額１万９，０００円と定めている。

しかしながら、平成１３年度の専門相談員の報酬支払状況について見たところ、勤務日数の

把握に当たり相談件数を勤務日数に換算しているなど、報酬支払額算定の基礎が明確となって

いないのは適正でない。

東社協は、専門相談員に係る報酬の支払を適正に行われたい。

また、局は、東社協に対して適切な指導を行われたい。

（ 福 祉 局 ）

（ 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 ）
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